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津市立幼稚園及び津市立幼保連携型認定こども園（１号認定子

ども）の夏季休業期間中の保育日の確保等について 

 

津市立幼稚園及び津市立幼保連携型認定こども園（１号認定子ども）において、新

型コロナウイルス感染症対策として４月から５月に実施した臨時休業に伴う保育日

の補充について、各学年の教育課程に係る教育週数３９週を確保するため、夏季休業

期間中に保育を実施します。 

 

記 

 

１ 保育日の補充 

  令和２年７月２１日（火）から同月３１日（金）までの７日間 

２ 変更後の夏季休業日 

  令和２年８月１日（土）から同月３１日（月）まで 

３ その他 

  子育て世帯家計支援事業による給食費の無償化に伴い、給食を実施している津市

立幼稚園の給食費の取扱いについては、令和２年４月徴収分を同年１０月前半分に

充当し、同年１０月後半分から給食費を徴収します。 

  なお、給食を実施していない幼稚園に在籍する園児の保護者には、給食費相当額

の支援金を交付します。 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月

徴収済
(一部支払)

未徴収
(給食なし)

無償 無償 夏季休業 無償
４月分充当
（不足分徴収）

徴収

 


